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Ⅰ．平成１４年度検討の背景及び内容
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環境に対する国民の関心の高まり 

食料・農業・農村基本法（Ｈ１１） 

土地改良法改正（Ｈ１３） 

「環境との調和への配慮に関す

る基本的考え方」 

Ｈ１４検討事項：「手引き」の内容充実 

（「ため池・農道・外来種」の検討） 

Ｈ１３ 

Ｈ１５以降 

Ⅰ．平成１４年度検討の背景及び内容 

 １．環境との調和に配慮した農業農村整備事業の実施 

（１）環境との調和への配慮に関する検討の背景と目的 

環境との調和へ配慮した事業の実施 

○「手引き」では、農村の二次的自然の特質と環境との調和に配慮した整備とするための調査計画並びに設計に関わる基本事項を示し、

地域の特性に応じ、地域自らが主体となって様々な創意工夫を行った農業農村整備事業が全国で展開されるよう取りまとめた。 

○平成１４年度においては、「ため池・農道・外来種」について検討を行い、「手引き」の内容の見直し・充実を行っていくこととする。 
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「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設

計の手引き」（調査計画の仕組み・水路の設計の検討） 

Ｈ１３ 





（３） 「田んぼの生きもの調査」の結果

○Ｈ１３年度、環境省との連携により全国２１１地区　１，０９８地点の水田、農業水路、ため池等で調査を実施し、我が国に生
　息する淡水魚約３００種のうち、約２割強にあたる７２種を確認した。
○Ｈ１４年度も昨年に引き続き、環境省と連携して調査を実施し、新たに国営事業所、水資源開発公団が調査に参加すると共に、
　カエルを調査対象に加え一般調査員の公募も予定している。

調査場所　全国の水田、農業水路、ため池等
　　　　　約１，１００地点
協力機関　都道府県・土地改良区・小学校
　　　　　こどもエコクラブ等

概　　要

《確認された魚》
・我が国に生息する淡水魚３００種のうち
　７２種（希少種を１０種含む）
《メダカの生息環境》
・流速が緩やか（時速１km以下）
・産卵するための水生植物がある
・底に土がある
・魚が移動出来る
《環境省との連携》
・調査結果を環境省の「緑の国勢調査」と
　情報交換

結　　果

・調査結果を環境との調和に配慮した、技術
指針の作成や工法に役立てる。
・地域住民が実施する環境保全や環境教育の
活動との連携を図る。

今後の展開

環境省提唱のこどもエコクラブ
や小学校と共同調査を実施

調査キットの配布及びデ－タの
取りまとめは、（社）農村環境
整備センタ－において担当

緑の国勢調査（環境省）との情報交換

■：自然環境保全基礎調査でこれまでにメダカが確認された
　　６９１メッシュ
■：田んぼの生きもの調査で新たにメダカが確認された
　　４５メッシュ

※：１メッシュ＝10km四方

メ  ダ  カ

４５メッシュで
新たにメダカを
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メダカの分布図





⑤　生態系に配慮した水田の整備
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生態系の保全に配慮した水田整備（ほ場整備、土地総等）

○排水路を屈曲させ、よどみ等を作り、
　魚類等の生息・繁殖・避難場所を確保した例

○現況の排水路や防風林を残した例 ○階段式の落差工とすることで、魚類等の
　　　　　　生息環境間の移動を可能とした例
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・生態系の実態調査・地域住民の意向調査・施設設計調査

・生態系のモニタリング調査

・講習会や研修会

モデル地区における生態系保全工法の実践
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２

専門家による指導・助言の体制の整備

生態系保全工法採用のための事前調査

３ 生態系保全工法を評価するための事後調査

４ 成果の取りまとめと普及

○モデル地区において、専門家の参画を得つつ、調査及び検討を実施し生態系の保全に配慮した工法を実践する。
○生態系に配慮した工法の成果等を活用し研修会等を開催し、生態系の保全に配慮した水田整備を加速的に定着させる。
○平成１４年度は、全国３６地区で事業を実施している。





④ＧＩＳの活用による環境に係る情報の提供

○「環境との調和への配慮」を具体化するためには、事業の計画に当たり自然環境の現状把握等が必要であり、関連する情報の収
集・整備が重要である。

○生態系等の自然環境情報や、環境との調和に配慮した事例に関する情報をデータベース化して、現在構築中の農村振興地理情報
システム（ＧＩＳ）とリンクし、環境に係る情報を提供する。

○これにより、環境に係る情報を総合的に把握するとともに共有化を図り、事業の環境との調和への配慮を効率的に推進する。

＜ＧＩＳを活用した環境に係る情報の提供フロ－図＞

背 環境に関する情報について、
・現状は、情報源が散在

景 ・データ等の収集、整理が必要

Ａ．農業農村生きもの情報マップ Ａ．高生産性優良農業地域を対象とした現地調査の実施
調

・動植物その他の自然環境に係る概況
査 ・動物の重要な種の分布、生息環境の状況データベース化

Ｂ．環境配慮事例等に関する情報 ・植物の重要な種及び群落の分布、生育環境の状況

Ｂ．既存の自然環境情報、環境配慮事例の収集・整理

＜環境情報＞
農村振興地理情報システム（ＧＩＳ） ・地形、気候、水系等の自然環境の情報
（地理情報や施設情報） ・動物、植物及び植生の状況

＜土地改良事業における事例＞
・環境調査の事例
・環境配慮の事例等

ＧＩＳの活用による環境に係る
活 情報の提供

用



②都道府県営等事業における「環境との調和への配慮」への支援 

 
○「環境との調和への配慮」を推進するためには、土地改良事業の太宗を占める都道府県営等土地改良事業における対応が重要である。 

 

○都道府県における、環境に係る知見の蓄積及び新たな調査の枠組みの早期定着の支援を実施する。 

  都道府県等 
  による調査 

土地改良法の改正に伴い、全ての土地改良事

業において「環境との調和に配慮」 自然共生・環境創造への支援 

都道府県営、団体営土地改良事業における

「環境との調和への配慮」の円滑な推進 

支援内容 
調査の実施及び解析 
①生息・生育実証把握調査・・現地調査による生物の生態の把握 
②生存環境調査・・生物の行動範囲の環境の把握 
③生態特性解析・・生息環境としての重要な区域、行動特性を推定するための解析 
④事業実施による影響の予測・・事業実施による対象種の生息状況の変化を予測 
環境対策の検討 
・土地改良事業における環境創造・環境配慮対策の技術的な検討 
環境対策技術・知見の普及 
・普及・啓発のための資料作成、研修会等の実施 

  環境に係る調査の実施 

 国による調査 

平成１４年度から都道府県の環境にかかる知見の蓄積と環境に係る調

査枠組みの早期定着への国の支援 

支援 






